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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
排気口を有する本体ケースと、この本体ケース内に加湿手段を備え、この加湿手段は本体
ケースから着脱自在な一定量の水が入った水槽と、この水槽の水に下面が浸漬された円筒
状の加湿フィルターと、この加湿フィルターを回転させる回転手段とから形成し、前記水
槽の側面に第１の吸気口を備え前記加湿フィルターを前記第１の吸気口から前記排気口へ
空気を送風する送風手段の上流側に設け、前記第１の吸気口には着脱自在な第１の吸気フ
ィルターを備え、前記第１の吸気口は略四角形状で水平方向の長さは、前記加湿フィルタ
ーの軸方向の長さとほぼ同じ長さである加湿装置。
【請求項２】
第１の吸気フィルターは前記水槽の前記第１の吸気口に対して背面方向にはずれる請求項
１に記載の加湿装置。
【請求項３】
排気口を有する本体ケースと、この本体ケース内に加湿手段を備え、この加湿手段は本体
ケースから着脱自在な一定量の水が入った水槽と、この水槽の水に下面が浸漬された円筒
状の加湿フィルターと、この加湿フィルターを回転させる回転手段とから形成し、前記水
槽の側面に第１の吸気口を備え前記加湿フィルターを前記第１の吸気口から前記排気口へ
空気を送風する送風手段の上流側に設け、前記第１の吸気口には着脱自在な第１の吸気フ
ィルターを備え、前記本体ケースの背面側側面に第２の吸気口を設けた加湿装置。
【請求項４】



(2) JP 5487768 B2 2014.5.7

10

20

30

40

50

第２の吸気口は前記第１の吸気口の上部に位置する請求項３に記載の加湿装置。
【請求項５】
第１の吸気口と第２の吸気口とには着脱自在な１枚の連結吸気フィルターを備えた請求項
３または４に記載の加湿装置。
【請求項６】
連結吸気フィルターを前記水槽の前記第１の吸気口および前記本体ケースの前記第２の吸
気口から取り外し後で、前記水槽は前記本体ケースから取り外すことが出来る請求項５記
載の加湿装置。
【請求項７】
本体ケースから前記水槽を取り外すと、前記水槽の前記第１の吸気口および前記本体ケー
スの前記第２の吸気口から前記連結吸気フィルターが外れる構成である請求項５または６
に記載の加湿装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、給水した加湿フィルターに通風することにより、室内を加湿する加湿装置に
関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来のこの種の除湿装置の構成は以下のようになっていた。
【０００３】
　すなわち、排気口を有する本体ケースと、この本体ケース内に加湿手段を備え、この加
湿手段は本体ケースから着脱自在な一定量の水が入った水槽と、この水槽の水に下面が浸
漬された円筒状の加湿フィルターと、この加湿フィルターを回転させる回転手段とから形
成し、前記本体ケースの側面に第１の吸気口を備え，前記加湿フィルターを前記第１の吸
気口から前記排気口へ空気を送風する送風手段の上流側に設け，前記第１の吸気口には着
脱自在な第１の吸気フィルターを備えた加湿装置。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００９－８５５３２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　上記従来例における課題は、加湿能力が低下するということであった。
【０００６】
　すなわち、従来の物においては、吸気口に埃などが詰まり、加湿フィルターへの送風量
が減り、加湿フィルターからの放湿量が減少すると共に、加湿能力が低下していた。
【０００７】
　そこで、吸気口には埃などを捕集するフィルターを備え、フィルターに付着した埃を容
易に掃除できる構造にしていたが、水が付着する水槽や加湿フィルターの掃除は加湿装置
を片付ける時等に定期的に行なわれ易いが、水が付着しない吸気口のフィルターの掃除は
忘れがちで定期的に行なわれ難いので、結果としてフィルターに埃などが詰まり加湿能力
が低下していた。
【０００８】
　そこで本発明は、加湿能力が低下を抑制することを目的とするものである。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
そしてこの目的を達成するために本発明は、排気口を有する本体ケースと、この本体ケー
ス内に加湿手段を備え、この加湿手段は本体ケースから着脱自在な一定量の水が入った水
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槽と、この水槽の水に下面が浸漬された円筒状の加湿フィルターと、この加湿フィルター
を回転させる回転手段とから形成し、前記水槽の側面に第１の吸気口を備え前記加湿フィ
ルターを前記第１の吸気口から前記排気口へ空気を送風する送風手段の上流側に設け、前
記第１の吸気口には着脱自在な第１の吸気フィルターを備え、前記第１の吸気口は略四角
形状で水平方向の長さは、前記加湿フィルターの軸方向の長さとほぼ同じ長さであり、こ
れにより、初期の目的を達成するものである。
【発明の効果】
【００１０】
以上のように本発明は、排気口を有する本体ケースと、この本体ケース内に加湿手段を備
え、この加湿手段は本体ケースから着脱自在な一定量の水が入った水槽と、この水槽の水
に下面が浸漬された円筒状の加湿フィルターと、この加湿フィルターを回転させる回転手
段とから形成し、前記水槽の側面に第１の吸気口を備え前記加湿フィルターを前記第１の
吸気口から前記排気口へ空気を送風する送風手段の上流側に設け、前記第１の吸気口には
着脱自在な第１の吸気フィルターを備え、前記第１の吸気口は略四角形状で水平方向の長
さは、前記加湿フィルターの軸方向の長さとほぼ同じ長さであり、加湿能力が低下を抑制
することができ、風路抵抗を抑制することができるものである。
【００１１】
　すなわち、水槽の側面に第１の吸気口を備え、この第１の吸気口には着脱自在な第１の
吸気フィルターを備えたので、水槽や加湿フィルターを掃除する時に第１の吸気フィルタ
ーも同時に掃除することが容易になる。つまり、第１の吸気フィルターに比べて水が付着
し、汚れが気になる水槽や加湿フィルターを掃除する場合には、まず、本体ケースから加
湿フィルターを内蔵した水槽を取り外す。そのときに取り外した水槽の側面には第１の吸
気フィルターが付いているので、水槽や加湿フィルターの掃除と同時に第１の吸気フィル
ターの掃除を行ない易くなり、略四角形状の第１の吸気口から吸い込まれた空気は広がり
ながら加湿フィルターに当たるが、第１の吸気口の両側端が加湿フィルターの軸方向の長
さで、第１の吸気口の両側端と加湿フィルターの両側端の位置がほぼ同じなので、大きく
風向方向を変えることなく、加湿フィルターの両側端までの加湿フィルター部分に空気が
当たり、第１の吸気口から加湿フィルターへの空気の流れはほぼ一直線となるので、風路
抵抗を抑制することができる。
【００１２】
　これらの結果により、定期的に第１の吸気フィルターの掃除がおこなわれるので、加湿
能力の低下を抑制することができ、第１の吸気口から加湿フィルターへの空気の流れはほ
ぼ一直線となるので、風路抵抗を抑制することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】本発明の実施の形態１の加湿装置の概略図
【図２】本発明の実施の形態１の加湿装置の概略断面図
【図３】本発明の実施の形態１の加湿装置の概略図
【図４】本発明の実施の形態１の加湿装置の概略図（（ａ）第１の吸気口の概略図、（ｂ
）フィルターカバーの概略図、（ｃ）係り突起部の概略図）
【図５】本発明の実施の形態２の加湿装置の概略断面図
【図６】本発明の実施の形態２の加湿装置の概略図（（ａ）第１および第２の吸気口の概
略図、（ｂ）連結吸気フィルターの概略図）
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　以下、本実施形態を添付図面を用いて説明する。
【００１５】
　（実施の形態１）
　図１から図３に示すように、本実施形態の加湿装置は、排気口１を有する本体ケース２
と、この本体ケース２内に加湿手段を備えている。この加湿手段は水槽３と、この水槽３
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に水を供給するタンク１０と、水槽３に配設された加湿フィルター５と、この加湿フィル
ター５を回転させる回転手段６とから形成している。
【００１６】
　水槽３は上面が開口した略横長箱形状で、本体ケース２の下部に設けられ、本体ケース
２から本体ケース２の背面方向に引き出すことにより、本体ケース２から外すことができ
、逆に本体ケース２の前面方向に押し入れることにより、本体ケース２に装着できるもの
である。
【００１７】
　タンク１０は水槽３と連通し、タンク１０の下面よりタンク１０内の水を一定量水槽３
に供給するものである。
【００１８】
　加湿フィルター５は円筒形状で、回転自在に水槽３に配設させている。水平方向の回転
軸を中心に回転するので、水槽３に溜まった一定量の水に加湿フィルター５の下面を浸漬
させながら回転手段６によって回転するものである。この加湿フィルター５には、加湿フ
ィルター５の下流側に設けた送風手段９によって、室内の空気が送風されるものである。
【００１９】
　本実施形態における特徴は、水槽３の側面に第１の吸気口７を備え、その第１の吸気口
７には着脱自在な第１の吸気フィルター４を設けたことである。
【００２０】
　すなわち、水槽３の側面に第１の吸気口７を備え、この第１の吸気口７には着脱自在な
第１の吸気フィルター４を備えたので、水槽３や加湿フィルター５を掃除する時に第１の
吸気フィルターも同時に掃除することが容易になる。つまり、第１の吸気フィルター４に
比べて水が付着し、汚れが気になる水槽３や加湿フィルター５を掃除する場合には、まず
、本体ケース２から加湿フィルター５を内蔵した水槽３を取り外す。そのときに取り外し
た水槽３の側面には第１の吸気フィルター４が付いているので、水槽３や加湿フィルター
５の掃除と同時に第１の吸気フィルター４の掃除を行ない易くなる。
【００２１】
　これらの結果により、定期的に第１の吸気フィルター４の掃除がおこなわれるので、加
湿能力の低下を抑制することができるものである。
【００２２】
　以上の構成による加湿動作について説明する。室内の空気は送風手段９によって水槽の
側面の第１の吸気口７から第１の吸気フィルター４を介して水槽３内に吸い込まれ、加湿
フィルター５へ送風される。そこで、加湿フィルター５は水槽３に溜まった一定量の水に
加湿フィルター５の下面を浸漬させながら回転手段６である電動機６ａによって回転する
ので、加湿フィルター５は常に水を含んだ状態である。すなわち、その水を含んだ加湿フ
ィルター５に室内の空気を送風することにより、この空気に湿気を含ませ、この湿気を含
んだ空気を１から室内に排気することにより室内を加湿するものである。
【００２３】
　このように、加湿フィルター５は水槽３に溜まった一定量の水に加湿フィルター５の下
面を浸漬させながら回転手段６である電動機６ａによって回転しているが、水槽３の側面
に第１の吸気口７を備え、その第１の吸気口７に第１の吸気フィルター４を設けたことに
より、加湿フィルター５が回転動作していることを第１の吸気フィルター４を通して目視
で確認することができる。ここで、加湿フィルター５が回転動作していることを第１の吸
気フィルター４を通して目視で確認する時に、第１の吸気フィルター４に埃が付着してい
る場合には、加湿フィルター５の回転動作が目視で確認しにくく、第１の吸気フィルター
４に埃が付着していることに気づき、第１の吸気フィルター４の掃除を使用者に促すこと
ができる。
【００２４】
　また、第１の吸気口７は本体ケース２の背面側に設けたものである。すなわち、加湿装
置を室内に置く場合、多くの場合、本体ケース２の背面側は室内の壁側となり、水槽３の
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側面に設けた第１の吸気口７も本体の背面側に位置するので、本体ケース２内で発生した
騒音が第１の吸気口７から漏れた場合に、この騒音は本体背面から部屋の壁方向に漏れる
ので、室内の中央部に騒音が伝わり難く、騒音を低減することができる。
【００２５】
　また、第１の吸気口７は略四角形状で下端は加湿フィルター５の回転軸とほぼ同じ高さ
の位置である。すなわち、略四角形状の第１の吸気口７から吸い込まれた空気は上下方向
に広がりながら加湿フィルター５に当たるが、第１の吸気口７の下端が加湿フィルター５
の回転軸とほぼ同じ高さの位置なので、大きく風向方向を変えることなく、加湿フィルタ
ー５の回転軸から水面までの加湿フィルター５部分にも空気が当たり、第１の吸気口７か
ら加湿フィルター５への空気の流れはほぼ一直線となるので、風路抵抗を抑制することが
できる。
【００２６】
　また、第１の吸気口７は略四角形状で上端は加湿フィルター５の上面より高い位置であ
る。すなわち、第１の吸気口７の上端が加湿フィルター５の上面より高い位置なので、大
きく風向方向を変えることなく、加湿フィルター５の回転軸から上面までの加湿フィルタ
ー５部分に容易に空気が当たり、第１の吸気口７から加湿フィルター５への空気の流れは
ほぼ一直線となるので、風路抵抗を抑制することができる。
【００２７】
　また、第１の吸気口７は略四角形状で水平方向の長さは、前記加湿フィルター５の軸方
向の長さとほぼ同じ長さである。すなわち、略四角形状の第１の吸気口７から吸い込まれ
た空気は広がりながら加湿フィルターに当たるが、第１の吸気口７の両側端が加湿フィル
ター５の軸方向の長さで、第１の吸気口７の両側端と加湿フィルター５の両側端の位置が
ほぼ同じなので、大きく風向方向を変えることなく、加湿フィルター５の両側端までの加
湿フィルター５部分に空気が当たり、第１の吸気口７から加湿フィルター５への空気の流
れはほぼ一直線となるので、風路抵抗を抑制することができる。
【００２８】
　また、図３および図４に示すように、第１の吸気フィルター４は水槽３の第１の吸気口
７に対して背面方向にはずれるものである。すなわち、水槽３の第１の吸気口７は開口部
に第１の格子部７ａを備えており、この水槽３の第１の吸気口７の第１の格子部７ａと略
四角形状の格子形状のフィルターカバー１１との間に略四角形状の第１の吸気フィルター
４を設けている。具体的には、水槽３の第１の吸気口７は対向する２箇所の開口周縁に複
数の略四角形状である開口周縁から開口方向に延びた板形状の仮固定部７ｂと、複数の略
四角形状である係り孔部７ｃとを備え、これらの係り孔部７ｃにフィルターカバー１１の
周縁に設けた係り突起部１１ａが入り、水槽の第１の吸気口にフィルターカバー１１が固
定されるものである。この係り突起部１１ａはフィルターカバー１１の内面側からフィル
ターカバー１１の面に対して垂直で水槽３の第１の吸気口７方向に突出した板形状である
。この係り突起部１１ａには係り突起部１１ａの先端から外周方向へ突出した爪部１１ｂ
を備えている。つまり、水槽３の第１の吸気口７への第１の吸気フィルター４の固定動作
は、まず、水槽３の第１の吸気口７の第１の格子部７ａと仮固定部７ｂとの間に第１の吸
気フィルター４外周部分を挿入することによって、第１の吸気フィルター４を水槽３の第
１の吸気口７に仮固定し、次に、フィルターカバー１１の一方の係り突起部１１ａを第１
の吸気口７の係り孔部７ｃに挿入し、更に、格子形状のフィルターカバー１１の外周部を
撓ませながら他方の係り突起部１１ａを第１の吸気口７の係り孔部７ｃに挿入する。ここ
で、フィルターカバーの係り突起部１１ａの爪部１１ｂによって、フィルターカバー１１
が水槽３の第１の吸気口７に固定される。逆に、第１の吸気フィルター４の取り外し動作
は、まず、フィルターカバー１１の係り突起部１１ａ近傍のフィルターカバー１１の外面
側からフィルターカバー１１の面に対して垂直方向に突出した板形状である摘み部１１ｃ
を摘み、格子形状のフィルターカバー１１の外周部をフィルターカバー１１の中央方向に
撓ませながら一方の係り突起部１１ａを第１の吸気口７の係り孔部７ｃから抜き、次に、
フィルターカバー１１の係り突起部１１ａを第１の吸気口７の係り孔部７ｃから抜き、第
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１の吸気フィルター４を水槽３の第１の吸気口７から外す。この状態で、第１の吸気フィ
ルター４を摘み、水槽３の第１の吸気口７から外すことができる。すなわち、水槽３を本
体ケース２から外すことなく、第１の吸気フィルター４のみを第１の吸気口７から外し、
容易に掃除することができる。
【００２９】
　（実施の形態２）
　以下、本発明の実施の形態２における加湿装置について図面を参照しながら説明する。
なお、実施の形態１の構成と同様の構成を有するものについては、同一符号を付してその
説明を省略する。
【００３０】
　実施の形態２は図５および図６に示すように、実施の形態１に対し、本体ケース２の背
面側側面に第２の吸気口８を備えた点が相違する。このように、更に本体ケース２にも第
２の吸気口を設けることにより、吸気口の面積が増えるので吸気口での風路抵抗を抑制で
きる。
【００３１】
　また、第２の吸気口８は第１の吸気口７の上部に位置するものである。具体的には、第
２の吸気口８は略四角形状で水平方向の長さは第１の吸気口７の水平方向の長さと同じで
あり、本体ケース２に水槽３を装着すると、水槽３側面の第１の吸気口７の上に本体ケー
ス２の背面側側面の第２の吸気口８が繋がって開口し、つまり、水槽３の第１の吸気口７
と本体ケース２の第２の吸気口８とが連結し１つの略四角形状の開口となるものである。
【００３２】
　これにより、水槽３の第１の吸気口７の開口面積が更に大きくなったのと同じなので、
吸気口の面積が増えるとともに大きく風向方向を変えることなく、加湿フィルター５に送
風することができるので、第１の吸気口７および第２の吸気口８から加湿フィルター５へ
の空気の流れはほぼ一直線となるので、風路抵抗を抑制することができる。
【００３３】
　また、第１の吸気口７と第２の吸気口８とには着脱自在な１枚の連結吸気フィルター４
ａを備えたものである。連結吸気フィルター４ａは、略横長四角形状で、周縁部の上下辺
より外周方向に延びた係り突起部４ｂを有するものである。この係り突起部４ｂは連結吸
気フィルター４ａの周縁端部から連結吸気フィルター４ａの面に対して平行で外周方向に
突出した板形状である。これにより、吸気フィルターの部品点数を２個から１個に減らす
事ができるので、吸気フィルター費用を抑えることができる。
【００３４】
　また、連結吸気フィルター４ａは、前記水槽３の第１の吸気口７および本体ケース２の
第２の吸気口８から取り外し後で、水槽３は本体ケース２から取り外すことが出来るもの
である。
【００３５】
　すなわち、水槽３の第１の吸気口７の開口部に第１の格子部７ａを設け、本体ケースの
第２の吸気口８の開口部に第２の格子部８ａを備えており、この水槽３の第１の吸気口７
の第１の格子部７ａおよび本体ケース２の第２の吸気口８の第２の格子部８ａに連結吸気
フィルター４ａを設けている。
【００３６】
　具体的には、水槽３の第１の吸気口７と本体ケース２の第２の吸気口８とからなる連結
吸気口１２の対向する２箇所の開口周縁に複数の略四角形状である係り孔部７ｃ、８ｂを
備え、これらの係り孔部７ｃ、８ｂに連結吸気フィルター４ａの周縁部の上下辺に設けた
係り突起部４ｂが入り、連結吸気口１２に連結吸気フィルター４ａが固定されるものであ
る。
【００３７】
　つまり、水槽３の第１の吸気口７と本体ケース２の第２の吸気口８とからなる連結吸気
口１２への連結吸気フィルター４ａの固定動作は、まず、連結吸気フィルター４ａの周縁
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部の下辺の係り突起部４ｂを第１の吸気口７の係り孔部７ｃに挿入し、更に、連結吸気フ
ィルター４ａの外周部を撓ませながら、周縁部の上辺の係り突起部４ｂを第２の吸気口８
の係り孔部８ｂに挿入する。
【００３８】
　ここで、連結吸気フィルター４ａの係り突起部４ｂによって、連結吸気フィルター４ａ
が水槽３の第１の吸気口７および本体ケース２の第２の吸気口８とからなる連結吸気口１
２に固定される。逆に、連結吸気フィルター４ａの取り外し動作は、まず、連結吸気フィ
ルター４ａの係り突起部４ｂ近傍の連結吸気フィルター４ａの外面側から連結吸気フィル
ター４ａの面に対して垂直方向に突出した板形状である摘み部４ｃを摘み、連結吸気フィ
ルター４ａの外周部を連結吸気フィルター４ａの中央方向に撓ませながら係り突起部４ｂ
を第２の吸気口８の係り孔部８ｂから抜き、次に、連結吸気フィルター４ａの係り突起部
４ｂを第１の吸気口７の係り孔部７ｃから抜き、連結吸気フィルター４ａを水槽３の第１
の吸気口７および本体ケース２の第２の吸気口８とからなる連結吸気口１２から外す。こ
の状態で、連結吸気フィルター４ａを摘み、水槽３の第１の吸気口７および本体ケース２
の第２の吸気口８とからなる連結吸気口１２から外すことができる。
【００３９】
　すなわち、連結吸気フィルター４ａを水槽３の第１の吸気口７および本体ケース２の第
２の吸気口８とからなる連結吸気口１２から外す場合に、連結吸気フィルター４ａの中央
方向に撓ませないと外れ難いので、本体ケース２から水槽３を引き出そうとしても、連結
吸気フィルター４ａが外れないと本体ケース２から水槽３を引き出し難いものである。
【００４０】
　結果として、水槽３や加湿フィルター５を掃除する場合には、まず、本体ケース２およ
び水槽３に付いている連結吸気フィルター４ａを取り外さないと、本体ケース２から加湿
フィルター５を内蔵した水槽３を取り外し難いものである。よって、水槽３や加湿フィル
ター５を掃除する場合には、連結吸気フィルター４ａを必ず外すことになるので、水槽３
や加湿フィルター５と同時に連結吸気フィルター４ａも容易に掃除できるので、定期的に
連結吸気フィルター４ａを掃除することができる。
【００４１】
　また、本体ケース２から水槽３を取り外すと、水槽３の第１の吸気口７および本体ケー
ス２の第２の吸気口８から連結吸気フィルター４ａが外れる構成である。
【００４２】
　すなわち、連結吸気フィルター４ａを水槽３の第１の吸気口７および本体ケース２の第
２の吸気口８とからなる連結吸気口１２から外さずに、本体ケース２から水槽３を引き出
した場合にも、連結吸気フィルター４ａの周縁部および係り突起部４ｂは、可撓性材料の
ため、連結吸気フィルター４ａの係り突起部４ｂが第１の吸気口７の係り孔部７ｃまたは
第２の吸気口８の係り孔部８ｂから外れ、連結吸気フィルター４ａが連結吸気口１２から
外れるので、結果として、水槽３や加湿フィルター５を掃除する場合には、水槽３から連
結吸気フィルター４ａも必ず外れるので、水槽３や加湿フィルター５を掃除すると同時に
連結吸気フィルター４ａも容易に掃除できるので、定期的に連結吸気フィルター４ａを掃
除することができる。
【産業上の利用可能性】
【００４３】
　以上のように本発明は、排気口を有する本体ケースと、この本体ケース内に加湿手段を
備え、この加湿手段は本体ケースから着脱自在な一定量の水が入った水槽と、この水槽の
水に下面が浸漬された円筒状の加湿フィルターと、この加湿フィルターを回転させる回転
手段とから形成し、前記水槽の側面に第１の吸気口を備え前記加湿フィルターを前記第１
の吸気口から前記排気口へ空気を送風する送風手段の上流側に設けた前記第１の吸気口に
は着脱自在な第１の吸気フィルターを備えたものであり、加湿能力が低下を抑制すること
ができるものである。
【００４４】
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　すなわち、水槽の側面に第１の吸気口を備え、この第１の吸気口には着脱自在な第１の
吸気フィルターを備えたので、水槽や加湿フィルターを掃除する時に第１の吸気フィルタ
ーも同時に掃除することが容易になる。つまり、第１の吸気フィルターに比べて水が付着
し、汚れが気になる水槽や加湿フィルターを掃除する場合には、まず、本体ケースから加
湿フィルターを内蔵した水槽を取り外す。そのときに取り外した水槽の側面には第１の吸
気フィルターが付いているので、水槽や加湿フィルターの掃除と同時に第１の吸気フィル
ターの掃除を行ない易くなる。
【００４５】
　これらの結果により、定期的に第１の吸気フィルターの掃除がおこなわれるので、加湿
能力の低下を抑制することができるものである。
【００４６】
　従って、家庭用や事務所用などの、加湿装置として活用が期待されるものである。
【符号の説明】
【００４７】
　１　　　排気口
　２　　　本体ケース
　３　　　水槽
　４　　　第１の吸気フィルター
　４ａ　　連結吸気フィルター
　４ｂ　　係り突起部
　５　　　加湿フィルター
　６　　　回転手段
　６ａ　　電動機
　７　　　第１の吸気口
　７ａ　　第１の格子部
　７ｂ　　仮固定部
　７ｃ　　係り孔部
　８　　　第２の吸気口
　８ａ　　第２の格子部
　９　　　送風手段
　１０　　タンク
　１１　　フィルターカバー
　１１ａ　係り突起部
　１１ｂ　爪部
　１１ｃ　摘み部
　１２　　連結吸気口
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